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第３章 プロポーザル作成に係る留意事項 

 

本説明書は、「独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」という。）」が民間コンサルタ

ント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法

（企画競争）について説明したものです。 

企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書（以下「プロポーザル」という。）に基

づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、JICA

にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与

された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。 

なお、本説明書の第２章「特記仕様書案」、第３章２.「業務実施上の条件」は、プロポー

ザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を

補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポ

ーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するも

のとし、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。 

 
新型コロナウイルス感染対策に関する費用（PCR 検査関連費用、隔離期間中の待機費用、

他）はプロポーザル提出時点で別見積として提出ください。 

 

2022年10月12日 

独立行政法人国際協力機構 

調達・派遣業務部 
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第１章 企画競争の手続き 
 

１. 公示 
公示日 2022年 10 月 12日 

２. 契約担当役 
理事 植嶋 卓巳 

３. 競争に付する事項 

（１）業務名称：パキスタン国ハイバル・パフトゥンハー州新併合地域の地方行政

官能力強化プロジェクト 

（２）業務内容：「第２章 特記仕様書案」のとおり 

（３）適用される契約約款： 

（ ）「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整

理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してくださ

い。（全費目課税） 

（〇）「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規

定される業務（役務）が国外で提供される契約、すなわち国外取引として

整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書においても、消費税

は加算せずに積算してください。（全費目不課税） 

 

なお、本邦研修（または本邦招へい）に係る業務については、別途「技術研修

等支援業務実施契約約款」を適用した契約を締結します。当該契約の最終見積書

においては、本体契約と本邦研修（または本邦招へい）に分けて積算してくださ

い。  

（４）契約履行期間（予定）：2022年12月 ～ 2026年12月 

新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の

現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これ

らにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定します。 

 

（５）前金払の制限 

本契約については、契約履行期間が12ヶ月を超えますので、前金払の上限額を

制限します。 

具体的には、前金払については１年毎に分割して請求を認めることとし、それ

ぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記（４）の契約履

行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきま

しては、契約交渉の場で確認させていただきます。 

１）第１回（契約締結後）：契約金額の１０％を限度とする。 

２）第２回（契約締結後13ヶ月以降）：契約金額の１０％を限度とする。 

３）第３回（契約締結後25ヶ月以降）：契約金額の１０％を限度とする。 
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４）第４回（契約締結後37ヶ月以降）：契約金額の１０％を限度とする。 

４．担当部署・日程等 

（１）選定手続き窓口 

調達・派遣業務部 契約第一課 

電子メール宛先：outm1@jica.go.jp 

担当者メールアドレス：Yamagata.Shigeo2@jica.go.jp 

 

（２）事業実施担当部 

ガバナンス・平和構築部 平和構築室 

（３）日程 

本案件の日程は以下の通りです。 

№ 項目 期限日時 

１ 配付依頼受付期限 2022年10月18日 12時 

２ 企画競争説明書に対する質問 2022年10月19日 12時 

３ 質問への回答 2022年10月24日 

４ プロポーザル等の提出用フォ

ルダ作成依頼 

プロポーザル等の提出期限日の 

4営業日前から1営業日前の正午まで 

５ 本見積書及び別見積書、プロ

ポーザル等の提出期限日 

2022年11月4日 12時 

６ プレゼンテーション 2022年11月9日13時半～15時半 

７ 評価結果の通知日 2022年11月15日   

８ 技術評価説明の申込日（順位

が第1位の者を除く） 

評価結果の通知メールの送付日の翌日

から起算して7営業日以内 

 

５. 競争参加資格 

（１）各種資格の確認 

以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライ

ン（2022 年 4 月）」を参照してください。 

（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html） 

１） 消極的資格制限 

２） 積極的資格要件 

３） 競争参加資格要件の確認 

（２）利益相反の排除 

特定の排除者はありません。 

（３）共同企業体の結成の可否 

共同企業体の結成を認めます。ただし、業務主任者は、共同企業体の代表者の

者とします。 

なお、共同企業体の構成員（代表者を除く。）については、上記（１）の２）

mailto:outm1@jica.go.jp
mailto:XXXXXXX@jica.go.jp
https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html
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に規定する競争参加資格要件を求めません（契約交渉に際して、法人登記等を確

認することがあります）。 

共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届（様式はありません。）を作

成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全て

の社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託

契約は認めません。 

 

６. 資料の配付依頼 
資料の配付について希望される方は、下記 URL に示される手順に則り依頼くだ

さい（依頼期限は「第１章 企画競争の手続き」の「４．（３）日程」参照）。 

（URL: https://www.jica.go.jp/announce/notice/distribution.html） 

・「第３章 ２.業務実施上の条件」に記載の配付資料 

・「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程（2022

年4月1日版）」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則（2022年4月1日版）」 

 

「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程（2022

年4月1日版）」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則（2022年4月1日版）」

については、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後、受注した場合は履行期間

終了時に速やかに廃棄することを求めます。 

 

７. 企画競争説明書に対する質問 

（１）質問提出期限 

１）提出期限：上記４．（３）参照 

２）提出先 ：上記４．（１）選定手続き窓口（outm1@jica.go.jp 宛、 

CC: 担当メールアドレス） 

３）提出方法：電子メール 

① 件名：「【質問】調達管理番号_案件名」 

② 添付データ：「質問書フォーマット」（JICA指定様式） 

 

注１） 質問は「質問書フォーマット」（JICA指定様式）に記入し電子メールに添付

して送付してください。本様式を使用されない場合は、回答を掲載しない可

能性があります。JICA指定様式は下記（２）の URLに記載されている「公示

共通資料」を参照してください。 

注２） 公正性・公平性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、お断りしてい

ます。 

 

（２）質問への回答 

上記４．（３）日程の期日までに以下の JICA ウェブサイト上に掲示します。 

（URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1） 

 

https://www.jica.go.jp/announce/notice/distribution.html
mailto:prtm1@jica.go.jp
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1
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８. プロポーザル等の提出 

（１）提出期限：上記４．（３）参照 

（２）提出方法 

具体的な提出方法は、JICAウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明

書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子

提出方法（2022年6月1日版）」をご参照ください。 

（URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1） 

 

１） プロポーザル・見積書及びプレゼンテーション実施に必要な資料 

① 電子データ（PDF）での提出とします。 

② 上記４．（３）にある期限日時までに、プロポーザル提出用フォルダ

作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。 

③ 依頼メール件名：「提出用フォルダ作成依頼_（調達管理番号）_（法

人名）」） 

④ 依頼メールが１営業日前の正午までに送付されない場合はプロポー

ザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。 

⑤ プロポーザル等はパスワードを付けずにGIGAPOD内のフォルダに格

納ください。 

⑥ 本見積書と別見積書はGIGAPOD内のフォルダに格納せず、PDF にパ

スワードを設定し、別途メールでe-koji@jica.go.jpへ送付ください。な

お、パスワードは、JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送

付願います。 

（３）提出先 

１）プロポーザル及びプレゼンテーション実施に必要な資料 

「JICA 調達・派遣業務部より送付された格納先 URL」 

２）見積書（本見積書及び別見積書）  

① 宛先：e-koji@jica.go.jp 

② 件名：（調達管理番号）_（法人名）_見積書 

〔例：2〇a00123_○○株式会社_見積書〕 

③ 本文：特段の指定なし 

④ 添付ファイル：「2〇a00123_○○株式会社_見積書」 

⑤ 見積書のPDFにパスワードを設定してください。なお、パスワードは、

JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。 

⑥ 評価点の差が僅少で価格点を計算する場合、もしくは評価結果順位が

第一位になる見込みの場合のみ、パスワード送付を依頼します。 

（４）提出書類 

１）プロポーザル・見積書 

２）プレゼンテーション実施に必要な資料 

 

９. 契約交渉権者決定の方法 
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項

https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1
mailto:e-koji@jica.go.jp
mailto:e-koji@jica.go.jp
mailto:e-koji@jica.go.jp
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目及びその配点に基づき評価（技術評価）を行います。評価の具体的な基準や評

価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル

作成ガイドライン（2022年 4月）」より以下を参照してください。 

① 別添資料１「プロポーザル評価の基準」 

② 別添資料２「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」 

③ 別添資料３「業務管理グループ制度と若手育成加点」 

技術評価点が基準点（１００点満点中６０点）を下回る場合には不合格となり

ます。 

（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html） 

（１）評価配点表以外の加点について 

評価で６０点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の２点について、

加点・斟酌されます。 

１）業務管理体制及び若手育成加点 

本案件においては、業務管理グループ（副業務主任者 1名の配置）としてシ

ニア（46歳以上）と若手（35～45歳）が組んで応募する場合（どちらが業務主

任者でも可）、一律２点の加点（若手育成加点）を行います。 

２）価格点 

若手育成加点の結果、各プロポーザル提出者の評価点について第１位と第２

位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交

渉権者を決定します。 

 

１０. 評価結果の通知と公表 
評価結果（順位）及び契約交渉権者を上記４．（３）日程の期日までにプロポ

ーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。 

 

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jica.go.jp%2Fannounce%2Fmanual%2Fguideline%2Fconsultant%2F20220330.html&data=05%7C01%7CYamagata.Shigeo2%40jica.go.jp%7Cdbcc2ac8b3984dda633c08daa8c1162d%7Ceba9fc4255884d318a4e6e1bf79d31c0%7C0%7C0%7C638007844496513487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8%2FKeDxRoVuX9IOrdiu%2BoSoKtmn0B%2FS6oRBFGfb6%2BeO4%3D&reserved=0
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第２章 特記仕様書案 
 

本特記仕様書案に記述されている「脚注」及び別紙「プロポーザルにて特に具体

的な提案を求める事項」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際に提

案いただきたい箇所や参考情報を注意書きしたものであり、契約に当たって、契約

書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。 

また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映す

るため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」

となります。 

 

第１条 総則 

この仕様書は、独立行政法人国際協力機構（以下「発注者」という。）と受注

者名（以下「受注者」という。）との業務実施契約により実施する「パキスタン

国ハイバル・パフトゥンハー州新併合地域の地方行政官能力強化プロジェクト」

に係る業務の仕様を示すものである。 

 

第２条 プロジェクトの背景 

パキスタン北西部に位置する連邦直轄部族地域（Federally Administered 

Tribal Areas: FATA）は、2018年の法改正により、ハイバル・パフトゥンハー

（Khyber Pakhtunkhwa：KP）州に併合された。その後、KP州政府は、新併合地

域（Newly Merged Districts：NMDs、旧 FATA地域）において選挙を含む地方行

政システムを導入することとし、中期開発計画として部族 10年戦略（Tribal 

Decade Strategy 2020-2030）を策定した。右開発計画では、NMDsにおける行政

サービスの構築や地方政府の強化が優先対応課題の一つとされており、行政サー

ビスの脆弱性、人材不足や開発計画の実施を担う体制の不整備といった問題が指

摘されている。 

NMDsはアフガニスタンと国境を接しており、長らくパキスタンの他地域とは

異なる部族社会統治が続き、KP州内の他地域や他州と比べて貧困率は極めて高

くなっている。また、KP州ではテロ事案が多く発生しており、治安悪化が問題

となっている。加えて、KP州は多くのアフガニスタン難民を抱えており、とり

わけアフガニスタンと国境を接する NMDsは同国の政治治安状況の影響を受けや

すい不安定な環境にある。 

KP州政府組織である地方行政学校（Local Government School：LGS）は、

2013年に地方行政法に基づき設置された研修機関である。その役割は、地方行

政官および選挙によって選ばれた首長・議員の能力向上と、NMDsにおける地方

行政システムに関する一般市民の理解促進を通じたパキスタンの統治システムの

浸透とされている。2022年に、NMDsにおいて初めて地方議会選挙が行われ、LGS

として多くの新しい議員や地方行政官を研修する必要が生じているものの、予算

や人材の不足等の課題を抱えている。 
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また、下図のように、LGSの上位機関である KP州地方議会委員会（Local 

Council Board：LCB）は、KP州地方行政・選挙・農村開発局（LGE&RDD）の管轄

下にあり、テシル政府のサービス提供を監督している。LCB は、テシル政府を指

導する立場にある地域行政長（Regional Municipal Officer： RMO）及びテシル

政府の職員の人事権も持っており、テシル政府の予算の取りまとめを行ってい

る。 

 

2019年の KP州地方行政改正法の発効により、県政府が廃止されテシル政府

（県政府より小さな地域を管轄する）に移行することとなり、NMDsにおいても

開発の中心的役割を担うのはテシル政府となった。今後はテシル政府に行政機能

が移行していく計画であるものの、現在はまだ県レベルに行政官が配置されてい

るため、移行期にある本プロジェクトでは双方を対象とする必要がある。本プロ

ジェクトの対象地である NMDsには、5RMO事務所、7県、25テシル政府が存在

し、行政官・首長・議員の計画策定、モニタリング及び評価の能力を強化が必要

となっている。 

KP州への併合前までは 100年もの間、独自の部族社会統治が続いた NMDsにお

いて、パキスタンの統治システムを導入することは容易ではない一方、公共サー

ビス（司法、ベーシック・ヒューマン・ニーズ）の空白が生じれば人々の不満が

蓄積し、同地域の不安定化に繋がる。 

本案件は、LGSの研修能力を高め、また NMDs の地方行政官の計画・モニタリ

ング・評価の能力を強化することで、当該地域の住民に対して安定した行政サー

ビスの提供を企図するものである。右により、NMDsの行政執行能力が向上する

ことにより、住民と行政の信頼醸成に貢献し、当該地域のレジリエンス強化、ひ

いては地域の平和と安定にも寄与する。 

 

第３条 プロジェクトの概要 

（１）プロジェクト目標 
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NMDsにおいて地方行政官が地域のニーズに対応し公共サービスを提供する能

力が向上する。 

（２）成果 

・成果１：LGSの研修能力が高まる。 

・成果２：25のテシル政府、NMDs7県、5RMO の計画、モニタリングおよび評価の

能力が強化される。 

（３）主な活動 

＜成果１＞ 

・ 活動 1-1：NMDsの地方行政官の計画、モニタリングおよび評価における研修の課

題やニーズを特定する。 

・ 活動 1-2：NMDsにおける地方行政官向けの研修プログラムを作成する。 

・ 活動 1-3：活動 1-2に基づき、研修モジュールを開発する。 

・ 活動 1-4：活動 1-5のための TOTを実施する。 

・ 活動 1-5：NMDsの地方行政官に対する研修プログラムを実施する。 

・ 活動 1-6：活動 1-5で実施された研修プログラムの評価を実施する。 

・ 活動 1-7：活動 1-5および 1-6を踏まえて、マニュアルを作成する。 

・ 活動 1-8：LGS職員および関連する職員の研修能力を向上させるための研修を日

本あるいは第三国で実施する。 

＜成果２＞ 

・ 活動 2-1：活動 1-5のフォローアップとして NMDsの地方行政官へのワークショ

ップを実施する。 

・ 活動 2-2：NMDsの地方行政官に対して、計画、モニタリングおよび評価における

専門的な助言を行う。 

・ 活動 2-3：NMDsの地方行政官が開発ビジョンを形成するためのガイダンスを提供

する。 

・ 活動 2-4：NMDsのコミュニティとの対話（アウトリーチ）活動において地方政府

へ技術的支援を行う。 

（４）プロジェクトサイト／対象地域名 

イスラマバード、KP州ペシャワールおよび NMDsを想定。（なお、KP州ペシ

ャワールおよび NMDsに邦人は入域できないため、オンラインまたはローカル人

材を通じた活動のほか、邦人の渡航が可能なイスラマバードでの活動を想定。） 

（５）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

・直接受益者：NMDs内の地方政府関係者（県行政・テシル政府職員、RMO、テシ

ル議会議長・議員）、LCB、LGS職員 

・最終受益者：KP州 NMDs内の居住者 
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（６）事業実施期間 

2022年 12月～2026年 12月（計 4年間）（予定） 

（７）関係官庁・機関 

 本プロジェクトは LGSをメインカウンターパートとし、プロジェクト・マネジャ

ーは LGS所長、プロジェクト・ダイレクターは LGSの上位機関である LCBの事務次

官とする予定。 

 

第４条 業務の目的 

NMDs内の地方行政官が地域のニーズに対応し公共サービスを提供する能力の

向上を図り、公共サービスの質を向上させ、もって当該地域における住民から地

方政府への信頼向上を目指す。 

 

第５条 業務の範囲 

本業務は、パキスタン国政府の要請および 2022年 8月に JICAと先方政府機関

が締結した R/Dに基づいて実施される「パキスタン国ハイバル・パフトゥンハー

州新併合地域の地方行政官能力強化プロジェクト」の枠内で、「第４条 業務の

目的」を達成するため、「第６条 実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「第

７条 業務の内容」に示す事項の業務を行い、「第８条報告書等」に示す報告書

等を作成するものである。 

 

第６条 実施方針及び留意事項 

（１） 詳細計画策調査 

 本プロジェクトは段階的計画策定（二段階方式）により実施する。JICAは基本計

画策定調査を 2022年 5月から 6月にかけて実施し、本特記仕様書に記載されたプロ

ジェクトの基本的な枠組みについて先方政府機関と合意している。他方、プロジェ

クト・デザイン・マトリクス（PDM）の指標及び目標値を含む詳細な枠組みについて

は、詳細計画策定調査（JICAがプロジェクト開始後 1年以内に実施予定）におい

て、先方政府機関と合意する予定である。詳細計画策定調査において、コンサルタ

ントは、調査の基礎資料として、既に実施した業務に関連して作成した資料等を整

理、提供するとともに、実務的に可能な範囲で、現地調査においての協議に参画す

るものとする。 

（２）ドナー協調枠組みの活用 

 既にテシル政府関係者への研修は複数のドナーにより実施されており、重複を回

避するために LGSが招集する協調枠組みが形成されている。本プロジェクトもこの

枠組みに則って、既存の教材や講師の活用を図る。一方、特に NMDsのテシル政府関

係者が習得すべき項目は多く、更なる教材開発・講師育成ニーズは大きい。本プロ

ジェクトでは、かかる教材開発・講師育成を支援し、その成果が、ドナー協調枠組

みを通じて他ドナーにも活用されるよう働きかける。 
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（３）遠隔での活動実施及びローカル人材の配置1 

 LCB及び LGSが位置するペシャワール及び能力強化の対象である NMDsは、日本人

専門家が入域できないため、遠隔（オンライン、関係者によるイスラマバードへの

渡航、ローカルリソースの活用）にて本プロジェクトを実施する。 

日本人専門家が入域できない NMDsにおいても、LGSでの研修内容がテシル・レベ

ルで実践されていることをモニタリングする体制を構築する必要がある。具体的に

は、プロジェクトが雇用するローカル人材が、RMOらのオーナーシップを尊重しなが

ら、共同で研修受講者によるアクション・プラン実施のモニタリングやフォローア

ップを行うことを想定している。 

（４）プロジェクト・オフィスの設置及び費用分担 

本プロジェクトのローカル人材のためのペシャワールでのプロジェクト・オフィ

スは、LCBによって提供されることになっている。NMDsの他地域等におけるオフィ

スの設置についても、必要と考えられる場合、プロポーザルにおいて提案し、LCB及

び LGSと協議の上、調整する。なお、各プロジェクト・オフィスの設置にあたって

は、JICAからの事前のガイダンスに基づき、安全対策検討シートを作成の上、JICA

に提出すること。 

ペシャワールにおける研修や会議のための会場および宿泊施設の使用料は本プロ

ジェクトが負担する。ただし、機材供与等の支援をもとに使用料は下方調整するこ

とで合意している。また、研修参加者等のパキスタン国内における交通費および日

当はプロジェクトが負担する。ただし、本プロジェクト終了後には、KP州各局やテ

シル政府が負担するように調整する。 

（５）ベースライン調査とエンドライン調査、プロジェクトレベル PNA 

プロジェクト実施による NMDs地方政府に対する住民の評価、地方行政官のパフォ

ーマンスの変化を確認するため、ベースライン調査とエンドライン調査を実施す

る。目安として、ベースライン調査は 2024 年 1月ー2月、エンドライン調査は 2027

年 6月ー7月の実施を想定している。また、平和構築アセスメント（Peacebuilding 

Needs and Impact Assessment： PNA）も定期的（目安：1年毎）に実施し、NMDs内

外のステークホルダーとその関係性を明確化し、対象コミュニティの社会・経済状

況（支持政党や有力者、若者等のリスク層の状況を含む）を把握すること、NMDsの

内情に詳しい地方行政官の関与を得ること、NMDsの政治状況や難民流入の状況、他

ドナー・NGOによる NMDsにおける支援の状況について定期的に情報収集を行い、平

和構築の観点からプロジェクトが影響を受け得る要因と、プロジェクトが与えるイ

ンパクトを定期的に把握すること等が考えられる。具体的な調査項目及び方法につ

いては、プロポーザルの中で提案し2、JICA及び先方政府機関と協議して最終化する

ものとする。 

 
1 現地コンサルタント、現地人材の活用をプロポーザルにて提案すること。 

2 ベースライン調査とエンドライン調査、プロジェクトレベルPNAについての具体

的な調査項目及び方法をプロポーザルにて提案すること。 
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これら調査については現地再委託を認めることとし、両調査を同一の委託先に委

託することが望ましい。 

（６）ジェンダー関連 

 KP州のテシル議会は村議会の代表者から構成される。村議会には女性議員が含ま

れることが義務付けられているが、選出された女性議員は自身の役割を認識してお

らず、研修が必要な人が多いものの、単独で研修に参加させることを夫が承諾しな

い例もあると言われている。 

本事業は、女性のテシル議会議員・地方政府行政官が活躍できるための能力強化

に向けて、女性のニーズを踏まえた研修事業の作成と実施を予定している。ジェン

ダーに関連する活動方法等については、適宜具体策を提案すること。提案内容につ

いては、JICA及び先方政府機関と協議の上、実施の可否を検討する。 

（７）カウンターパートのオーナーシップの確保 

本プロジェクトは、LCB及び LGSをカウンターパートとして実施するものであるた

め、コンサルタントは双方の主体性を尊重し、そのオーナーシップを引き出しなが

ら、共同作業を通じて彼らが必要な能力を向上させ、自らそれらを活用していくこ

とができるようにしていくプロセスについて十分意識・工夫するものとする。ま

た、定期的なモニタリングを通じて NMDsの地方行政官・首長・議員の研修理解度を

よく把握し、必要に応じて活動計画を柔軟に変更することとする。 

（８）PDMに基づいたプロジェクト活動の実施 

 本プロジェクトの運営においてコンサルタントは、PDMに沿った LCB及び LGSとの

協働作業を進め、PDMに記載された活動以外に、PDMの各項目の変更により、対応す

べき活動が生じる可能性がある場合には、JICAと相談の上、適切な対応を行う。PDM

の改訂は、合同調整委員会(JCC: Joint Coordinating Committee)での協議を経て、

JICAと先方政府機関が最終確認を行う。 

（９）プロジェクトの柔軟性の確保 

 技術移転を目的とする技術協力プロジェクトでは、カウンターパートのパフォー

マンスやプロジェクトを取り巻く環境の変化によって、プロジェクトの活動を柔軟

に変更していくことが必要となる。この趣旨を踏まえ、コンサルタントは、プロジ

ェクト全体の進捗、成果の発現状況を把握し、必要に応じプロジェクトの方向性に

ついて、適宜 JICAに提言を行うことが求められる。 JICAは、これら提言につい

て、遅滞なく検討し、必要な処置（カウンターパートとの合意文書の変更、契約の

変更等）を取ることとする。 

（１０）事業効果の明確化 

 JICAは事業実施者として事業実施に関する説明責任を有しており、投入に対して

どのような効果があったのかを明確に示す必要がある。そのため、コンサルタント

は、本プロジェクトによって能力強化された NMDsの地方行政官・議員・首長の人数

や参加住民数、その他期待される効果について具体的に示すことができるよう留意

して活動を実施する。また、事業効果については、プロジェクト終了時に作成・提

出するプロジェクト事業完了報告書の中でも具体的に記載することとする。 
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（１１）本プロジェクトのモニタリング活動 

コンサルタントは、LCB 及び LGSと協働で、定期的なモニタリングを指定のモニ

タリングシートを活用して実施する。モニタリングシートには、活動報告のみなら

ず、成果発現状況（上位目標への達成見込み含む）、解決すべき実施上の課題・懸

案事項及びプロジェクトの進捗・成果に正または負の影響を及ぼす外部要素が記載

される。モニタリングシートは 6カ月毎に作成し、内容について LCB及び LGSと合

意の上、JICAパキスタン事務所に提出する。 

定期モニタリングに際しては、案件の進捗、問題の発生の状況、JICAパキスタン

事務所からの要請等に鑑み、業務主管部門の判断により、担当職員等も必要に応じ

て現地に出張し、JCCをはじめとするモニタリングプロセスに参加し協議を行い、問

題の解決を図る。コンサルタントは、担当職員等によるモニタリングの実施に協力

することとする。 

その他、本プロジェクトの進捗確認等を目的として、運営指導調査を実施する可

能性がある。運営指導調査の必要性や時期については、本プロジェクト実施中に

JICAとコンサルタントが協議した上で決定する事とし、コンサルタントは運営指導

調査の実施に協力することとする。 

（１２）合同調整委員会の開催 

本プロジェクトにかかる R/Dでは、規定された関係者の参加のもと、最低限、1年

に一度の JCCを開催する予定である（JCCの詳細については、R/Dを参照のこと）。

コンサルタントは、LCB及び LGSと合同で JCCを開催し、下記の項目等を含むプレゼ

ンテーションを行い、関係者との情報共有・合意形成を促進する。 

１）当該期間の活動進捗に関する報告、達成事項・未達成事項の確認 

２）上記に基づく今後の活動にかかる方向性・内容に関する協議 

３）成果品等の確認  

（１３）関係機関との調整 

 本プロジェクト実施においては、JCCメンバーである地方行政・選挙・農村開発局

（Local Government, Elections and Rural Development Department：LGE&RDD）及

び計画開発局（Planning and Development Department：P&DD）に加えて、財務局

（Finance Department）や IT委員会（IT Board）などの KP州政府の各部局と連

携・調整を行う。本プロジェクト終了後の LGSの財政的持続性を高めるために、KP

州政府の関係局や他ドナーに働きかけ、協力を得られるように C/Pを支援する。 

 また、UNDPなどの国際機関を通した日本政府の支援が KP州及び NMDsで検討され

ているため、大使館及び関係する国際機関とも積極的に情報交換を行い、本プロジ

ェクトとの相乗効果を図る。 

（１４）広報 

 JICAでは業務実施にあたり、本プロジェクトの意義、活動内容とその成果をパキ

スタン国及び日本国両国の国民各層に正しく理解してもらうため、効果的な広報に

努める必要がある。パキスタン国内、特に NMDs内向け一般広報については、先方実

施機関の広報活動を支援する。プロジェクト現場での映像・記事等を、JICAパキス
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タン事務所と相談の上、パキスタン国内に発信し、プロジェクト関係者との共通意

識の醸成及び一般住民の理解促進、支持の取り付けを進める。ただし、NMDsはパキ

スタンのアフガニスタン国境に接した地域であり政治・治安面でセンシティブな側

面もあることから、事業関係者の安全管理も念頭に、写真や映像の取り扱い、公表

する情報の範囲等に留意しながら、JICAパキスタン事務所と相談の上、広報を検討

する。 

 日本向け広報においては、SNS、ホームページや動画制作等を通じて効果的な情報

発信を、事務所と相談の上、実施する。案件実施地域の文化的な配慮及び事業関係

者の安全に留意して広報を行う。 

また、コンサルタントは、本プロジェクトの活動が我が国の報道機関で取り上げ

られる場合、JICAに速やかに情報共有を行う。 

（１５）本邦研修 

本プロジェクトにおいては、LCB及び LGS、NMDsの地方行政官・首長・議員の能力

向上に向けて、日本国の事例を示しながら能力強化を図る計画であり、全プロジェ

クト期間を通じ、2回の本邦研修の実施を想定している。同本邦研修は、本プロジェ

クトに内包化する形で実施する。このため、プロポーザルにおいて、研修内容、実

施機関等を含む研修計画を提案すること。3 

なお、JICAが実施する課題別研修「地方行政能力強化（紛争影響国における地域

社会再建）」にも本プロジェクトの関係者を 1年に 1～2名程度参加させることを想

定しているため、候補者の選定、応募手続きの補助などの支援を行うこと。 

（１６）パキスタン政府予算文書にかかる留意点 

 パキスタン側にとってパキスタン政府予算文書（PC-1）に記載された内容は絶対

的なものであり、内容変更の可能性はほとんどないと考えられる。そのため、PC-1

が柔軟な活動実施の障害となる可能性もある。従って、本プロジェクトを進める際

には、PC-1の作成・締結の有無について慎重に検討するとともに、必要な場合で

も、詳細計画策定調査によって案件のフレームワークと活動概要に関する双方の合

意が得られた後に作成開始するよう調整する。 

（１７）NMDs内における社会的配慮等に対する理解 

本プロジェクト実施にあたっては、支援や受益者が政治的に偏っていると捉えら

れたり、住民間の分断を深刻化させたりしないような配慮が重要である。さらに少

数派や女性・若年層・難民・障害者等の参加を促すとともに、彼らのニーズが計画

に反映されるよう配慮することも求められる。 

 

第７条 業務の内容 

【事業全体に関する業務】 

（１）ワークプランの作成・協議 

 

3 本邦研修の内容、実施機関等を含む研修計画をプロポーザルにて提案すること。 
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第一回渡航後に、本事業の全体像、基本方針、方法、実施体制案、業務工程計画

等を含むドラフト・ワークプラン（英文）を起案し、JICAの確認を得る。 最終化し

たドラフト・ワークプラン（英文）を、先方関係機関に共有、協議し、合同調整委

員会にて承認を得たものをワークプラン（和文・英文）として JICAに提出する。  

（２）本業務に関連した会議への出席 

本業務に関連した JICA や C/P、関係機関、他ドナーとの会議に出席し、会議資

料及び議事録を作成する。会議の結果、合意に至る事項は文書で確認する。  

（３）JCCの開催 

JCCにおいては、プロジェクトの進捗や懸念事項、成果の発現に資する提案等を関

係者間で共有・協議し、その結果を適宜業務計画に反映させる。議題については 

C/P と事前に協議し開催・運営支援を行う。なお、調整委員会のアジェンダ、発表

内容等については JICA 側と事前に協議すること。 

（４）JICAミッションの受け入れ 

JICAミッション派遣時の受け入れ（面談の調整、同行、面談録の作成支援等）を

行う。 

（５）本邦研修の実施 

LCB及び LGSと協議の上で本邦研修計画案を作成し、JICAの承認を得たうえで、

「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン」に基づいて本邦

研修を実施する。 

（６）他ドナー事業の情報収集 

 NMDsの地方行政官・首長・議員の能力強化、LGSや LCBへの支援にかかる他ドナ

ーの事業実施状況及び計画に関する情報収集を行い、支援の重複を避けるととも

に、連携が望ましい事項については、積極的に JICAに提案すること。 

（７）報告書の作成・協議等 

本説明書「第 8条 報告書等」に記載のある各種報告書を作成し、関係者と協議

し、進捗状況、成果を共有する。各報告書の提出時期は、「第 8条」に記載のとお

り想定されているが、より適切な提出時期がある場合には、関係者と協議の上、調

整する。  

（８）広報活動の実施 

本事業の活動、意義、及びその成果を相手国及び我が国両方の国民各層に正しく

理解してもらえるよう、効果的な広報に努める。また、本事業に関する JICA のウ

ェブサイト（日本語・英語）では、活動の進捗状況等を広報する。プロジェクト活

動の写真等は肖像権や著作権等を適切に処理し、広く広報に活用できる材料を継続

的に蓄積し、進捗報告書提出時に合わせて提出すること。  

（９）成果１及び２に共通する活動 

１）詳細計画策定調査への協力 
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JICAが実施する詳細計画策定調査における先方政府機関との協議実施に協

力し、同調査時点でのプロジェクト活動の進捗状況及び技術的な課題等につい

て取りまとめ、JICAに提示する。 

２）ベースライン調査及びプロジェクトレベル PNAの実施 

ベースライン調査及びプロジェクトレベル PNAを実施し、結果を報告書に取

りまとめる。 

３）ワーキンググループの形成 

プロジェクト目標を達成するために必要なワーキンググループの構成につい

て提案し、先方政府機関側と協議の上、合意する。あわせて、先方政府機関側

にワーキンググループメンバーの選定を依頼し、メンバーを確定させる。 

（１０）成果１に関する活動 

 本プロジェクトを通して、LGSの講師リソースの拡充及びプログラムの拡充、教材

の整備、研修実施のための機材整備等を行い、本プロジェクト後にも、LGSが各地方

自治体の予算で研修を実施し、行政官・首長・議員の能力強化の役割を持続的に果

たすことができるよう支援する。そのために、まずは NMDsの地方行政官の計画、モ

ニタリングおよび評価における研修の課題やニーズを特定する。そして、NMDsにお

ける地方行政官向けの研修プログラムを作成し、研修モジュールを開発する。加え

て、NMDsの地方行政官に対する研修プログラムの実施、及びそれに向けた TOTを実

施する。実施した研修プログラムに対しては評価を行い、活動を踏まえて、マニュ

アルを作成する。 

 １年目においては、最優先課題として LCB 及び LGSと合意した、NMDsのテシル市

長及び議長、NMDsの RMO及びテシル職員、LCB及び LGSへのペシャワールでの研修

を行う。これらの研修実施を踏まえて、NMDsのテシル議員への研修や Peer-to-Peer

学習（テシル行政官同士など同様の立場にある者同士の相互学習）、NMDsの全社会

サービス局への地方行政システム概論などの研修プログラムについても計画・実施

を１‐２年目に行う。 

 LGSからは、新人研修及び昇格前研修の優先度も高いと要望があったが、これらの

モジュールは既に存在しており、研修内容に修正を加える余地がないことが分かっ

た。本プロジェクトでは、研修実施のための財政支援だけを行うことはせず、技術

的インプットが加えられる研修に注力する。 

 また、本プロジェクト実施後の技術的な持続可能性や LGSによる研修の効果や効

率をあげるために、IT機材の調達・供与及び既存研修プログラムの Eモジュール化

（オンラインで講義や理解度テスト等が受けられるプログラムの作成）が有効であ

ると考えられる。GIZが一部のテシル政府への機材供与や、一部研修プログラムの E

モジュール化を行っているものの、すべてのテシル政府や研修プログラムがカバー

される予定はない。そのため、他ドナーと協力・調整しながら、本プロジェクト終

了後にも継続して活用できるよう持続可能性の観点にも配慮して、Eモジュール化す

る内容の選定や効果的な IT機材の供与及び Eモジュール化、IT機材及び Eモジュー

ルの活用支援を行う。具体的な供与機材の内容や、Eモジュール化する研修の内容に

ついては、JICA及び LGSと合意の上、決定する。 
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2年目以降には、1年目に策定した研修計画及びマニュアルをもとに、研修モジュ

ールの開発・実施、TOTの実施、マニュアルの改善、コミュニティとのアウトリーチ

活動を行う。また、本邦研修・第三国研修は、LGSからも重要性を強調されており、

2年次以降に実施していく。 

（１１）成果２に関する活動 

 本プロジェクトの能力強化を通して、計画策定・モニタリング・評価におけるア

カウンタビリティ及び包摂性の度合いを向上させる。特に、地方行政官によるデー

タに基づいた計画策定、そのプロセスや結果についての住民への説明、さらには地

方行政官による NMDsにおける活動や訪問の頻度の増加を目指す。また、一部の民族

や地域などの利益に偏った開発計画ではなく、すべての住民が裨益する計画を策

定・実施できるよう地方行政官が住民の声を収集していくことを支援する。そのた

めに、単発的な研修実施だけでなく、その後の定期的なフォローアップを通して、

研修内容が実践されることを促す。 

 フォローアップの方法としては、NMDsの地方行政官へのワークショップ実施に加

えて、各地域に配置する本プロジェクトのローカル人材を通した、NMDsの地方行政

官に対する計画、モニタリングおよび評価における専門的な助言、NMDsの地方行政

官が開発ビジョンを形成するためのガイダンスの提供等が考えられる。その際に

は、RMOや LCBとも協力し、RMOの監督能力向上にも資する形でテシル職員への指導

を行う。RMOや LCBによるテシル職員の活動のモニタリング方法についても助言を行

い、本プロジェクト後にも自律的な活動が行えるように支援する。 

 なお、市民・行政間対話などの NMDsのコミュニティとの対話（アウトリーチ）活

動も優先度が高いと LGSからは強調されたが、これを担う政府関係者の能力を見極

め、能力強化を行った後に実施することとする。 

 

第８条 報告書等 

業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。最終報告書は業

務完了報告書であり、提出期限は契約履行期間の末日とする。なお、以下に記載の

部数は JICA提出分であり、ワークプラン及び業務完了報告書（Project Completion 

Report）については、先方政府機関への共有に、別途必要部数（電子データ＋15部

程度）を用意すること。 

 

報告書名  提出時期  部数  

業務計画書 （和文） 契約締結後 10 日以内  和文：3 部 

和文電子データ  

ドラフト・ワークプラン（英文） 業務開始から 1 カ月以内  英文電子データ 

ワークプラン（英文） 業務開始から 3 カ月以内 和文：3 部  

英文：3 部  

和文・英文データ 

活動結果報告（現地派遣毎）（和文） 各現地活動終了時から起

算して 10 営業日以内 

和文電子データ  
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業務完了報告書 （和文） 

 Project Completion Report （英文） 

契約履行期間の末日 和文：3 部 

英文：3 部  

CD-R：2 枚  

 

報告書等は簡易製本とする。報告書等の印刷の仕様については、「コンサルタント

等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。  

  

各報告書の記載項目には、最低限は以下項目を含め、記載項目について提案するこ

と。業務完了報告書の記載項目は所定の様式を網羅するものとする。最終的な記載項

目の確定に当たっては、JICA とコンサルタントで協議、確認する。  

 

ア）ワーク･プラン記載項目（案）  

ａ）プロジェクトの概要（背景・経緯・目的）  

ｂ）プロジェクト実施の基本方針  

ｃ）プロジェクト実施の具体的方法  

ｄ）プロジェクト実施体制 

ｅ）活動計画 

ｆ）業務フローチャート  

ｇ）要員計画  

ｈ）先方実施機関便宜供与負担事項  

ｉ）その他必要事項  

 

イ）活動結果報告書、業務完了報告書記載項目（案）  

ａ）業務の概要（背景･経緯･目的）  

ｂ）活動内容  

ｃ）プロジェクト実施運営上の課題・工夫・教訓（業務実施方法、運営体制等）  

ｄ）成果の達成度 

ｅ）次期活動計画 （活動結果報告書のみ） 

ｆ）今後の活動／協力に向けての提言（業務完了報告書のみ） 

  

（２）技術協力作成資料等  

活動実施にあたりコンサルタントが作成した資料や先方と共同で作成した資料

については、業務完了報告書に添付して提出する。  

  

（３）コンサルタント業務従事月報  

コンサルタントは、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の

内容を含む月次の業務報告を作成し、共通仕様書第７条に規定されているコンサ

ルタント業務従事月報に添付して JICA に提出する。  

・ 今月の進捗、来月の計画、当面の課題  

・ 業務従事者の従事計画／実績表  

・ 活動に関する写真 

  

（４）報告書作成にあたっての留意点  
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・ 各報告書はその内容を的確かつ簡潔に記述し、必要に応じ図や表を活用す

る。また、英文の作成に当たっては、その表現振りに十分注意を払い、国際

的に通用する英文で作成し、必ず当該分野の経験・知識が豊富なネイティブ

スピーカーの校閲を受ける。 

・ 報告書本文中で使用するデータ及び情報については、その出典を明記する。  

・ 報告書全体を通じて固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保

する。 

・ 各報告書には、業務実施時に用いた通貨換算率とその適用年月日及び略語表

を目次の次の頁に記載する。  

・ 報告書が主報告書と資料編の分冊形式になる場合は、主報告書とデータの根

拠（資料編の項目）との照合が容易に行えるよう工夫を施す。  

  

（５）収集資料  

業務終了時に契約期間中に収集した資料、データ及びリスト一式を JICA ガバナ

ンス・平和構築部に提出する。  
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別紙１ 

プロポーザルにて特に具体的な提案を求める事項（プロポーザルの重要な評価部分）  

 

プロポーザルの作成に当たっては、特に以下の事項について、コンサルタント

の知見と経験に基づき、第３章１.（２）「２）業務実施の方法」にて指定した記

載分量の範囲で具体的な提案を行うこと。詳細については特記仕様書を参照する

こと。なお、プロポーザルにおいては、特記仕様書の内容と異なる内容の提案に

ついては、これを認めています。プロポーザルにおいて代替案として提案するこ

とを明記し、併せてその優位性／メリット及び費用／コストについての説明を必

ず記述してください。見積書については、同代替案に要する経費を本見積に含め

て提出することとします。代替案の採否については契約交渉時に協議を行うこと

とします。 

 

№ 
提案を求める項目 特記仕様書案／企画競争説明書

での該当条項 

１ 現地コンサルタント、現地人材の活

用 

第６条 実施方針及び留意事項

（３）１０頁 

２ ベースライン調査、エンドライン調

査、プロジェクトレベル PNAの手法 

第６条 実施方針及び留意事項

（５）１０頁 

第７条  業務の内容（９）２）

１４頁 

３ 本邦研修のテーマ、実施期間、対象

人数 

第６条 実施方針及び留意事項

（１５）１３頁 

第７条  業務の内容（５）１４

頁、（１０）１５頁 

４ 具体的な業務工程 第６条 実施方針及び留意事項 

９頁 

第７条 業務の内容 １３頁 

５ 現地での再委託業務の内容とその理

由 

第６条 実施方針及び留意事項

（５）１１頁、及び第 3章２．

業務実施上の条件（３）現地再

委託 ２２頁 

６ ペシャワールの LCB及び LGS、RMO事

務所に必要な供与機材、業務遂行上

必要なプロジェクト用機材 

第 3章２．業務実施上の条件

（６）２２頁 
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第３章 プロポーザル作成に係る留意事項 

１．プロポーザルに記載されるべき事項 
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル

作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。 

（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html ） 

（１）コンサルタント等の法人としての経験、能力 

１）類似業務の経験 

類似業務：地方行政支援、紛争影響国における研修計画、平和構築、コミュ

ニティ開発 

２）業務実施上のバックアップ体制等 

３）その他参考となる情報 

（２）業務の実施方針等 

１）業務実施の基本方針 

プロポーザル及び見積書は本説明書の記載内容に基づき作成いただきます。一

方で、コロナ禍の影響が長引き現地渡航できない状況が継続する可能性もあり

えます。現地業務について、本説明書あるいはプロポーザルの計画から延期せ

ざるを得ない場合を想定し、現地業務開始前に実施できる国内業務について提

案があればプロポーザルに追加で記載してください。こちらの提案につきまし

ては、制限ページ数外、見積不要とします。 

２）業務実施の方法 

１）及び２）を併せた記載分量は、20ぺージ以下としてください。 

３）作業計画 

４）要員計画 

５）業務従事予定者ごとの分担業務内容 

６）現地業務に必要な資機材 

７）実施設計・施工監理体制（無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ） 

８）その他 

（３）業務従事予定者の経験、能力 

１）評価対象業務従事者の経歴及び業務従事者の予定人月数 

プロポーザル評価配点表の「３．業務従事予定者の経験・能力」において評

価対象となる業務従事者の担当専門分野及び想定される業務従事人月数は以下

のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願

います。 

① 評価対象とする業務従事者の担当専門分野 

➢ 業務主任者／地方行政 

➢ 研修計画 

② 評価対象とする業務従事者の予定人月数 

約 ２１ 人月 

 

２）業務経験分野等 

各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験

地域、及び語学の種類は以下のとおりです。 

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jica.go.jp%2Fannounce%2Fmanual%2Fguideline%2Fconsultant%2F20220330.html&data=05%7C01%7CYamagata.Shigeo2%40jica.go.jp%7Cdbcc2ac8b3984dda633c08daa8c1162d%7Ceba9fc4255884d318a4e6e1bf79d31c0%7C0%7C0%7C638007844496513487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8%2FKeDxRoVuX9IOrdiu%2BoSoKtmn0B%2FS6oRBFGfb6%2BeO4%3D&reserved=0
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【業務主任者（業務主任者／地方行政）】 

① 類似業務経験の分野：紛争影響国における地方行政にかかる業務 

② 対象国及び類似地域：パキスタン国及び紛争影響国・地域（該当する国・

地域の経験には「※」印をプロポーザルの様式４－５（その２）に付ける

こと） 

③ 語学能力：英語 

④ 業務主任者等としての経験 

【業務従事者：研修計画】 

① 類似業務経験の分野：紛争影響国における研修計画にかかる業務 

② 対象国及び類似地域：パキスタン国及び紛争影響国・地域（該当する国・

地域の経験には「※」印をプロポーザルの様式４－５（その２）に付ける

こと）   

③ 語学能力：英語 

 

２．業務実施上の条件 

（１）業務工程 

・詳細計画策定フェーズ：2022年12月～2023年12月 

・本体フェーズ：2023年12月～2026年12月 

最初の1年目に、プロジェクトサイトの詳細、事業スケジュール（協力期間）、

総事業費（日本側）、投入計画、上位目標と指標（基準値・目標値）、プロジェ

クト目標と指標（基準値・目標値）、成果と指標（基準値・目標値）、活動（詳

細計画）を詳細計画策定結果案として提出することを想定している。プロポーザ

ル作成にあたっては、第２章「５．業務の内容」に示す事項を効率的に実施する

ための具体的な工程を作成して提案すること。4また、ラマダン期間は活動が遅延

する可能性があることに留意すること。 

（２）業務量目途と業務従事者構成案 

１）業務量の目途 

 約 ３５.５０ 人月（現地：２４．００人月、国内１１．５０人月。本邦研

修に関する業務人月１．００を含む。） 

 

２）業務従事者の構成案 

業務従事者の構成（及び格付案）は以下を想定していますが、競争参加者は、

業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成（及び格付）を提案

してください。 

① 業務主任者／地方行政（２号） 

② 研修計画（３号） 

③ 平和構築／コミュニティ開発 

④ モニタリング・評価 

３）渡航回数の目途 全２２回 

なお、上記回数は目途であり、回数を超える提案を妨げるものではありません。 

 

4 業務の具体的な工程をプロポーザルにて提案すること。 
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（３）現地再委託 

NMDsにおける各調査（ベースライン調査、エンドライン調査、プロジェクトレ

ベルPNA）、当該業務について経験・知見を豊富に有する機関・コンサルタント・

NGO等に現地再委託にて実施することを認める。これら以外にも活動実施上、業

務対象国・地域の現地法人（ローカルコンサルタント等）への再委託が必要と考

える業務については、理由を付して、プロポーザルにて提案すること。5なお、「コ

ンサルタント等契約における現地再委託契約手続きガイドライン」に則り選定及

び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監

督、指示を行うこと。 

なお、ローカル人材であろうとも、JICAの安全配慮義務は免れないことから、

契約上の十分な配慮を行うことが必要。ついては、ペシャワール及びNMDsで業務

に従事するローカル人材等を選定するにあたっては、当該地域での十分な業務経

験を有すること、及び安全対策に関し、適切な措置や規範を運用している実績が

あること等の条件を課す必要がある。 

 

（４）配付資料／公開資料等 

１）配付資料 

➢ 案件概要表 

➢ 先方政府機関との合意文書（R/D） 

２）公開資料 

➢ パキスタン・イスラム共和国 パキスタン北西部国境周辺地域における

情報収集・確認調査 調査報告書（12364394.pdf (jica.go.jp) ） 

（５）対象国の便宜供与 

概要は、以下のとおりです。なお、詳細については、R/Dを参照願います。 

 便宜供与内容  

１ カウンターパートの配置 有 

２ 通訳の配置 無 

３ 執務スペース ペシャワールのみ有 

４ 家具（机・椅子・棚等） 無 

５ 事務機器（コピー機等） 無 

６ Wi-Fi 無 

 

（６）供与機材・事業用機材 

１） NMDsにて本プロジェクトを実施する上で、25のテシル政府に必要な事務機器

（IT機材を含む）を、供与機材として調達・配備する想定である。業務開始後、

現地関係者と協議の上、必要な機材を特定し、JICA事務所の予算にてJICA事務所

経由で調達の上、配備に関する一連の支援を行うこととする。 

 

5 現地での再委託業務の内容とその理由をプロポーザルにて提案すること。 

https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12364394.pdf
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２） 上記１）以外のLCB及びLGS、RMO事務所に必要な供与機材、業務遂行上必要な

プロジェクト用機材については本コンサルタント契約に含めるため、プロポーザ

ルの中で提案すること。6 

 

（７）安全管理 

 現在（2022 年 9 月時点）、JICA 国別安全対策措置において、本業務対象地域ペシ

ャワールへの業務渡航は、JICA安全管理部長承認の必要な地域に指定されています。

また、本業務対象地域 NMDs（旧連邦直轄部族地域）は、業務渡航及び一般渡航が禁止

されている地域です。本業務で邦人業務従事者がペシャワールならびに NMDs へ渡航

することは現在のところ想定しておりません。このため、本事業の実施においては、

邦人業務従事者がイスラマバードに渡航することを想定しています。但し、業務期間

中に JICA 安全対策措置が改訂された場合、新たな措置に沿って最適な業務実施方法

をとることとします。 

 

プロポーザル作成に際しては、必ずパキスタン国の安全対策措置（渡航措置及び行

動規範）を確認の上、同措置を踏まえたプロポーザルを作成してください。安全対策

措置の入手方法は、以下の JICA ウェブサイトからログイン ID 及びパスワードを申

請し、JICA ウェブサイトよりダウンロードして閲覧してください。 

JICA の国別安全対策ルール：https://www.jica.go.jp/about/safety/rule.html 

 

 その他の安全対策は、以下のとおりです。 

１） 現地渡航の遅くとも約１カ月前に短期渡航に係る承認申請を行い、承認を得

ること。 

２） 本邦及び第三国からの渡航者は渡航前に JICA 安全管理部からブリーフィン

グ（又は電話ブリ－フィング）を受け、指示を遵守する（渡航地がイスラマバ

ード首都圏のみの場合も受けること）。 

３） 業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録する。 

４） 発注者が定める安全対策措置及び「パキスタン・イスラム共和国安全対策マ

ニュアル」、「パキスタン出張に際する渡航情報の事前通知のお願い」を遵守

すること。現地傭人についても、邦人関係者と同レベルではないものの、上記

文書に沿って適切な安全対策を講じることが必要。 

５） 国別感染症対策措置を遵守する。 

６） 最新の治安情勢を踏まえた渡航の計画を行う。 

７） 移動時には車両を使用する。移動中はドアをロックし、移動ルートを不定期

に変更し、不審車両による追跡がないか等細心の注意を払うこと。 

３．プレゼンテーションの実施 
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の

実施要領で業務主任者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求

めます。 

注）Microsoft-Teamsによる実施を基本とします。詳細につきましては、別添「プレゼ

 

6 ペシャワールのLCB及びLGS、RMO事務所に必要な供与機材、業務遂行上必要な

プロジェクト用機材をプロポーザルにて提案すること。 

https://www.jica.go.jp/about/safety/rule.html
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ンテーション実施要領」を参照してください。 

４．見積書作成にかかる留意事項 

本件業務を実施するのに必要な経費の見積書（内訳書を含む。）の作成に当た

っては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」（2022 年 4 月）

を参照してください。 
（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html） 

 

（１）報酬について 

本件業務は、イスラマバードのみの渡航のため「紛争影響国・地域における報

酬単価の加算」の対象外となります。  

 

（２）契約期間の分割について 

第 1章「３. 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割

されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに

作成して下さい。 

（３）別見積もりについて 

以下の費目については、見積書とは別に見積もり金額を提示してください。 

１） 旅費（航空賃） 

２） 旅費（その他：戦争特約保険料） 

３） 一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの 

４） 新型コロナウイルス感染対策に関連する経費 

５） 直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの 

６） 本邦研修に係る経費（業務人月１．００人月分の報酬と、下記（４）に記

載の定額を含めてください） 

７） 現地セミナー開催費（参加者の出張旅費（交通費、日当・宿泊費）、会場

借上費、研修使用消耗品費） 

８） ベースライン調査、エンドライン調査、プロジェクトレベルPNA及び再委託

が必要と考えられる業務の費用 

９） ペシャワールのLCB及びLGS、RMO事務所に必要な供与機材、業務遂行上必要

なプロジェクト用機材の費用 

（４）定額計上について 

以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください。 

１） 技術研修費（国内業務費）： 3，000千円（1,500千円／回、2回） 

 

（５）見積価格について 

各費目にて千円未満を切り捨てした合計額（税抜き）で計上してください。 

 

（６）旅費（航空賃）について 

参考まで、JICAの標準渡航経路（キャリア）を以下のとおり提示します。なお、

提示している経路（キャリア）以外を排除するものではありません。 

東京⇒バンコク⇒イスラマバード（タイ国際航空） 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html
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（７）業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。

競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してくださ

い。 

 

（８）外貨交換レートについて 

１）JICA ウェブサイトより公示月の各国レートを使用して見積もってください。 

（URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/rate.html） 

２）上記１）に記載がない国については以下のレートを使用してください。 

 

別紙：プロポーザル評価表 

別添：プレゼンテーション実施要領 

 
  

https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/rate.html
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別紙 

プロポーザル評価配点表 

評 価 項 目 配 点 

１．コンサルタント等の法人としての経験・能力 （１０） 

（１）類似業務の経験 ６ 

（２）業務実施上のバックアップ体制等 ４ 

２．業務の実施方針等 （４０） 

（１）業務実施の基本方針の的確性 １８ 

（２）業務実施の方法の具体性、現実性等 １８ 

（３）要員計画等の妥当性 ４ 

（４）その他（実施設計・施工監理体制） ― 

３．業務従事予定者の経験・能力 （５０） 

（１）業務主任者の経験・能力／業務管理グループの評価 

（３４） 

業務主任

者のみ 

業務管理 

グループ 

① 業務主任者の経験・能力： 業務主任者／地方行政 （３４） （１１） 

ア）類似業務の経験 １０ ４ 

イ）対象国・地域での業務経験 ３ １ 

ウ）語学力 ５ ２ 

エ）業務主任者等としての経験 ５ ２ 

オ）その他学位、資格等 ４ ２ 

② 副業務主任者の経験・能力：副業務主任者／○○○○ （－） （１１） 

ア）類似業務の経験 － ４ 

イ）対象国・地域での業務経験 － １ 

ウ）語学力 － ２ 

エ）業務主任者等としての経験 － ２ 

オ）その他学位、資格等 － ２ 

③ 業務管理体制、プレゼンテーション （７） （１２） 

ア）業務主任者等によるプレゼンテーション ７ ７ 

イ）業務管理体制 － ５ 

（２）業務従事者の経験・能力： 研修計画 （１６） 

ア）類似業務の経験 ８ 

イ）対象国・地域での業務経験 ２ 

ウ）語学力 ３ 

エ）その他学位、資格等 ３ 
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別添 

プレゼンテーション実施要領 

 

プレゼンテーションは業務主任者（業務管理グループを提案する場合に

は、業務主任者又は副業務主任者、もしくは両者が共同で）が行ってくだ

さい。なお、業務主任者以外に１名（業務管理グループを提案する場合に

は、業務主任者又は副業務主任者以外に１名）の出席を認めます。また、

実施時の資料についてはプロポーザル提出時に併せてご提出ください。 

 

１．実施時期： 「第１章 企画競争の手続き」の「４．（３）日程」参照 

（各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。） 

 

２．実施方法： Microsoft-Teamsによる実施を基本とします。詳細につきま

しては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたしま

す。その際に、接続に不具合が生じる可能性がある場合は、電話会議などに

方法の調整をいたしますので申し出てください。 

 

（１）一社あたり最大、プレゼンテーション１０分、質疑応答１５分としま

す。 

（２）使用言語は、プレゼンテーション、質疑応答とも日本語とします。 

① Microsoft-Teamsを使用する会議 

競争参加者が、自らが用意するインターネット環境・端末を用い

ての Microsoft-Teams の音声機能によるプレゼンテーションです。

（Microsoft-Teamsによる一切の資料の共有・表示は、プロポーザル

提出時に提出された資料を含めて、（システムが不安定になる可能

性があることから）認めません。）指定した時間に Teams の会議室

へ接続いただきましたら、入室を承認します。インターネット接続

のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。 

② 電話会議 

通常の電話のスピーカー機能による音声のみのプレゼンテーショ

ンです。プレゼンテーション参加者から JICAが指定する電話番号に

指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、

競争参加者の負担とします。 

 

注）JICA在外事務所及び国内機関の JICA-Net の使用は認めません。 

 

以 上 


